
長野県小学生バレーボール連盟細則の一部を次のように改正する。

長野県小学生バレーボール連盟細則の一部を改正する規程

長野県小学生バレーボール連盟細則（平成２５年４月１日）の一部を次のように

改正する。

第 11 条を削除する。

附 則

この規程は、平成２８年４月１日から施行する。


